
外国⼈留学⽣キャリア形成促進プログラムについて

外国⼈留学⽣キャリア形成促進プログラム認定要件（⽂部科学⼤⾂認定制度）
①職業実践専⾨課程の認定を受けている課程であること。
（企業等と連携し、質の⾼い専修学校専⾨課程を⽂部科学⼤⾂が認定する制度）
②経営基盤に関して、継続的かつ安定的な財務状況であること（修学⽀援新制度の機関要件と同⼀）。
③認定を受けようとする学科の実数のうち、留学⽣割合が２分の１の範囲内であり、かつ、⽇本⼈⽣徒との交流の機会が確保されており、⽇本
社会に対する理解促進の環境が整備されていること。２分の１を超える場合にあっては、適正な進路指導（直前３年間の就職率の平均が９０
％以上であることを想定）が⾏われるとともに、⽇本国内において就職する際に必要となる⽇本社会の理解の促進に資する授業科⽬が300時
間以上開設されていること。

④外国⼈留学⽣の受⼊れに関する不適切な事情その他⽬的に照らして不適切と認められる事情がないこと。

※基準の充⾜を確認するために３年に⼀度のフォローアップを実施

 外国⼈留学⽣が⽇本で就職する場合の在留資格の切替え

留学
（⼤学、専⾨学校等） 在留資格切替え

技術・⼈⽂知識・国際業務

特定活動（告⽰第４６号）

等

 就労のための在留資格「技術・⼈⽂知識・国際業務」の在留資格決定の際、教育機関での専攻科⽬と従事しようとする業務との関連性の判断において、⼤学の
卒業⽣については柔軟化が図られている⼀⽅で、専⾨学校の卒業⽣については「相当程度」の関連性が求められており、⼤学の卒業⽣と⽐較して、許容される
業種・業務が限定されている。

 今般の在留資格の運⽤等の⾒直し（※）により、外国⼈留学⽣に対して質の⾼い教育を⾏っているものとして⽂部科学⼤⾂が認定した専⾨学校の卒業⽣につい
ては、関連性について柔軟に判断されることとなる。また、認定を受けた専⾨学校の卒業⽣のうち、⾼度専⾨⼠の称号を付与された者については、新たに「特
定活動（告⽰第46号）」の対象となる。

※「「技術・⼈⽂知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」（ガイドライン）の改定及び在留資格「特定活動」に係る法務省告⽰を改正（令和６年２
⽉29⽇付け）

 令和５年度の認定校数は、188校（475学科）。

 外国⼈留学⽣キャリア形成促進プログラム（⽂部科学⼤⾂認定制度）について

〈就労時〉〈在学時〉
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外国⼈留学⽣キャリア形成促進プログラムの厳格な運⽤について

４つの要件の運⽤について

検討課題と対応

→ 職業実践専門課程として認定以降の卒業生の実績がない学校は
外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定対象としない

→ 毎年の情報公開、学校評価を実施していない場合は認定取消し。第三者評価も義務化

〇職業実践専門課程（認定要件） 【平成25年度創設】
①修業年限2年以上であること、②教育課程編成委員会を設け企業関係者

を参画させていること、③企業と連携した実習等を行っていること、④企業と
連携した教員研修を行っていること、④学校評価に企業関係者を参画させ
ていること、⑤その評価結果を公表していること など

〇実績のない学校には効果を
付与すべきでない。

〇留学⽣管理に問題がある学
校による制度利⽤を未然防
⽌する必要

〇在籍管理等において不適切
であると考えられる事情がある
学校は対象としない

〇職業実践専⾨課程として認定済みであること

〇財務条件

〇留学⽣数

〇その他外国⼈の受⼊れに関する不適切な事情がないこと
→ 在籍管理等において不適切であると考えられる事情の他、本制度の趣旨に照らして不適切な事情、例えば、極端な進路指導

をし就職希望者を過少に報告することや、就学状況不良等の者が一定数以上いること等があれば、認定対象としない

【原則】 留学生数が学生数の2分の1以下であること。
→ 過去3年間に留学生の卒業実績がない学科は認定対象としない

【例外】 2分の1以上の場合は、本邦での就職率が9割以上、かつ、日本社会の理解促進に関する科目300時間以上

→ 卒業生に対する就職希望者の割合が低いところは認定対象としない
→ 300時間には低レベルの日本語教育（N3、N4レベルの者を対象とした日本語教育など）はカウントしない

→ 経常収支のプラスマイナス、貸借対照表（運用資産と外部負債の差額）のプラスマイナスを客観的に確認

〇プログラム認定後のフォロー
アップ 〇情報公開、学校評価を実施

しない場合、認定取消し
〇第三者評価も義務化

＜検討課題＞ ＜対応＞ ＜検討課題＞
＜対応＞

以上の４要件を満たさなくなった場合は認定取消し

〇職業実践専⾨課程として卒
業⽣の実績のない学校は対
象としない
〇過去3年間に留学⽣の卒業
実績がない学科は対象としな
い
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